
法曹有資格者の海外展開に関する分科会の設置について 

 

 

平成２５年１０月１１日 

法曹有資格者の活動領域の拡大に 

関 す る 有 識 者 懇 談 会 決 定 

 

法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会（以下「有識者懇談

会」という。）における議論を充実させるため，法曹有資格者の海外展開に関

する分科会（以下「分科会」という。）を設置し，その運営に関して以下のよ

うに定める。 

 

１ 分科会の構成員は，別紙のとおりとする。 

 

２ 分科会は，法曹有資格者の海外展開に関する試験的かつ実践的な取組を企

画，立案，実施するとともに，それらの取組状況を分析・検討し，有識者懇

談会に報告する。 

 

３ 分科会は，法務省及び日本弁護士連合会が共催する。 

以 上 

 



別 紙 

 

（座 長） 

大 島 正太郎    元ＷＴＯ上級委員会委員，株式会社国際経済研究所

理事長，東京大学大学院法学政治学研究科客員教授 

 

（構成員） 

道垣内 正 人    早稲田大学大学院法務研究科教授 

内閣官房 

法務省 

外務省 

海外業務研究会 

日本商工会議所 

日本弁護士連合会 

 

（オブザーバー） 

文部科学省 

経済産業省・中小企業庁 

独立行政法人日本貿易振興機構 


